【様式例　就任承諾書兼誓約書（共通）】

就任承諾書兼誓約書

私は、社会福祉法人○○○の（評議員/理事/監事）に就任することを承諾します。
併せて、就任にあたり、私は以下の要件を満たしていることを誓約します。なお、この記載事項について変更が生じた場合は、遅滞なく報告します。

１　社会福祉法第４０条第１項各号の欠格事由に該当しないこと

２　各評議員または各役員（候補者含む）に関し、社会福祉法及び同法施行規則等に定める三親等以内の親族等特殊関係者が含まれていない、または上限数を超えて含まれていないこと

[任　　期]
〇年度決算に係る定時評議員会終結時から、○年度決算に係る定時評議員会終結時まで

社会福祉法人〇〇○　理事長　様

　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　（印）
【補足・留意事項】
1 本様式を使用する場合は、役職名等、実態に合わせ適宜内容を修正して使用してください。また、各候補者が欠格事由に該当していないことを確認するための誓約書としての側面から、各候補者を選任する理事会の当日までに徴収し、その年月日を記載してください。
2 理事・監事の欠格事由の規定は、正確には社会福祉法第44条第1項ですが、同法第40条（評議員の欠格事由）を準用する規定であるため、便宜上、第40条第1項と表記しています。
3 任期の始期については、①通常改選時には「表記のとおり」　②左記①以外の選任時における、評議員の場合には「評議員選任・解任委員会の日」、理事または監事の場合には「評議員会の日」　を記載してください。
4 記名押印または署名（自署）の場合に、印鑑登録印の押印や印鑑登録証明書の添付は必須ではありませんが、必要事項を登記する際に、別途必要になる場合がありますのでご留意ください。

【参考条文】
〇　社会福祉法　第４０条（評議員の資格等）
次に掲げる者は、評議員となることができない。
一　法人
二　心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
三　生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四　前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五　第５６条第８項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
六　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（第１２８条第１号ニ及び第３号において「暴力団員等」という。）
２　評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
３　（略）
[bookmark: _Hlk219820150]４　評議員のうちには、各評議員についてその配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。
５　評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。

〇　社会福祉法　第４４条（役員の資格等）
　第４０条第１項の規定は、役員について準用する。
　２　監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
　３～５　（略）
　６　理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が３人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。
　７　監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。
